
令和８年度 大阪府水防計画 改定概要
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【本編】

➢ 水防法及び気象業務法の法改正に伴う、防災気象情報の体系整理に関する追記

✓ 新たな防災気象情報に伴う、名称の変更等（第5章）

⚫ 注意報・警報等の情報名に、避難行動に直結するレベル表記が付記。

⚫ 「警戒レベル４相当」の情報として、「レベル４危険警報」が新設。

⚫ 洪水注意報・警報が廃止。レベル５氾濫特別警報の新設など。

✓ 氾濫通報制度の新設に伴う、氾濫発生水位の設定

⚫ 河川等の氾濫発生・氾濫切迫時における河川管理者等による通報が開始。（第１０章）

⚫ 氾濫発生水位を記載（第５章第４節）

➢ 洪水浸水想定区域・内水浸水想定区域の指定状況を更新（第17章）

➢ 関係法令等改正（水防法・気象業務法その他関連法令、大阪府水防協議会条例）

【資料編】

➢ 各種付表を最新版に更新

✓ 重要水防区域図（第1表）、ため池水防区域一覧（第2表）

✓ 防潮扉箇所一覧（第5表） 、主要貯水施設一覧表（第7表）

✓ 水防資器材、水防要員表（第11表）、水位観測所の量水標の有無（第16表）

➢ 異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準を最新版に更新（第２図）

➢ 府所有緊急自動車一覧表を最新版に更新（第5図）

➢ 水防操作協定等等を現時点版に更新（水門操作協定書等）

資料10
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【本編】

➢ 水防法及び気象業務法の法改正に伴う、防災気象情報の体系整理に関する追記

✓ 新たな防災気象情報に伴う、名称の変更等（第5章）

⚫ 注意報・警報等の情報名に、避難行動に直結するレベル表記が付記。（赤下線）

⚫ 「警戒レベル４相当」の情報として、「レベル４危険警報」が新設（青色塗りつぶし）

⚫ 洪水注意報・警報が廃止。レベル５氾濫特別警報の新設など

令和8年5月まで 令和8年６月から
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【本編】

➢ 水防法及び気象業務法の法改正に伴う、防災気象情報の体系整理に関する追記

✓ 新たな防災気象情報に伴う、名称の変更等（第5章）

⚫ 注意報・警報等の情報名に、避難行動に直結するレベル表記が付記

⚫ 「警戒レベル４相当」の情報として、「レベル４危険警報」が新設

⚫ 洪水注意報・警報が廃止。レベル５氾濫特別警報の新設など

令和8年5月まで 令和8年６月から
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【本編】

➢ 水防法及び気象業務法の法改正に伴う、防災気象情報の体系整理に関する追記

✓ 氾濫通報制度の新設に伴う、氾濫発生水位の設定

⚫ 河川等の氾濫発生・氾濫切迫時における河川管理者等による通報が開始。（第１０章）

⚫ 氾濫発生水位を記載（第５章第４節）

第１０章の３の記載内容
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✓ 氾濫通報制度の新設に伴う、氾濫発生水位の設定

⚫ 河川等の氾濫発生・氾濫切迫時における河川管理者等による通報が開始（第１０章）

⚫ 氾濫発生水位を記載（第５章第４節）

第1章総則の文言
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【本編】

➢ 洪水浸水想定区域・内水浸水想定区域の指定状況を更新（第17章）

①「第17章第1節 洪水浸水想定区域の指定状況」に、R7年度に指定された市管理河川を追加

② 「第17章第2節 内水浸水想定区域の指定状況」に、R7年度に指定された24市町を追加
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【本編】

➢ 関係法令等改正（水防法・気象業務法その他関連法令、大阪府水防協議会条例）

①水防法・気象業務法が令和7年12月に法改正されたことに伴う、水防法及び気象業務法の改定

②大阪府附属機関条例における報酬額の改定に伴う、大阪府水防協議会条例における報酬の改定
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➢各種付表を最新版に更新

✓重要水防区域図（第1表）、ため池水防区域（第2表）

✓防潮扉箇所一覧（第5表） 、主要貯水施設一覧表（第7表）

✓水防資器材、水防要員表（第11表）、水位観測所の量水標の有無（第16表）

➢異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準を最新版に更新
（第２図）

➢府所有緊急自動車一覧表を最新版に更新（第5図）

➢水防操作協定等を現時点版に更新（水門操作協定書等）
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